
茨城工業高等専門学校安全衛生委員会規則 
 

                         平成１６年 ４月１日  

                               制        定 

 

第１章 総 則 

（根拠） 

第１条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員安全衛生管理規則（以下「安全衛生管

理規則」という。）第 13 条第 1 項に基づき、安全衛生委員会の設置並びに運営に関して定め、茨城工

業高等専門学校（以下「高専」という。）の安全及び衛生に関する重要事項について、教職員の意見を

聴取し理解と協力を得て、災害防止対策に関する諸施策をより効果的なものとすることを目的とする。 

２ この委員会は、高専の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、安全衛生水準の向上のために必要

な事項につき、議決を経て校長に建議するものとする。 

第２章 委員会の構成 

（構成） 

第２条 この委員会は、次の委員によって構成する。 

（１）副校長（総務） 

（２）副校長（総務）補佐 

（３）安全管理者 

（４）衛生管理者 

（５）産業医 

（６）安全及び衛生に関する経験を有するもののうちから、校長が指名した者 

２ 前項第 1 号に定める委員以外の委員の半数については、労働安全衛生法第 19 条第 4 項に基づき、

校長が指名するものとする。 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、副校長（総務）をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、副校長（総務）補佐がその職務を代行する。 

（任期） 

第４条 第 2 条第 1 項第 5 号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合は、委員の任命の手続きにより後任者を選任する。ただし、後任者の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会議の開催） 

第５条 会議は、委員長が議長となり召集する。 

２ 会議は、毎月 1 回定期に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたとき、あるいは委員

の過半数以上の請求があったときは、随時開催することができる。 

（委員会の成立・議決） 

第６条 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、審議事項の議決は、委員の満場一致を

原則とする。 

（委員会の調査審議事項） 

第７条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

（１）安全衛生管理規則第 13 条第 2 項、第 3 項及び第 4 項に定める事項に関すること。 

（２）環境マネジメント組織運用体制の監査に関すること。 

(３) 茨城工業高等専門学校中期計画検討委員会規則第２条第２号に規定する年度計画の検討及び改善



に関すること。（他の委員会等に属するものを除く。） 

(４) 茨城工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則第２条第３号別表１の点検・評価方法欄に記載

された事項の実施・改善に関すること。（他の委員会等に属するものを除く。） 

２ 委員会に、前項に掲げる調査審議事項のうち、専門的な事項を審議するため、必要に応じて専門部

会を置くことができる。 

３ 前項の専門部会に関し、必要な事項は、別に定める。 

（意見の聴取） 

第８条 委員会は、審議上必要がある場合は関係者を出席させてその意見を聴取することができる。 

（事務） 

第９条  委員会の事務は、総務課が行う。 

（記録の作成・保存） 

第１０条 委員会の議事については、その記録を作成し 3年間保存しなければならない。 

（運営事項の決定） 

第１１条 安全衛生に関する事項及びこの規則に定める事項のほか、委員会の運営に必要な事項は、委

員会がこれを定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成１８年４月１９日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１８年６月７日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成１８年８月９日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 


